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は
じ
め
に

お
そ
ら
く
日
本
で
最
も
分
析
・
叙
述
対
象
と
な
っ
て
い
る
村
が
菅
浦
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
当
村
に
関
説
し
た
文
献
が
七
〇
〇
点
余
に
及
ぶ（

1
）と

い
う
こ
と
か
ら
、
推
測
で

き
る
。
そ
れ
ら
の
文
献
調
査
は
主
に
学
術
論
文
や
研
究
書
、
あ
る
い
は
展
示
図
録
に

至
る
ま
で
を
網
羅
し
て
い
る
が
、
随
筆
・
紀
行
文
・
新
聞
な
ど
に
記
さ
れ
た
も
の
を

数
え
る
と
す
れ
ば
、
膨
大
な
量
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
り
わ
け
学
術
的
な
文
献
に
限
る
な
ら
ば
、
分
析
対
象
と
さ
れ
て
い
る
時
期
は
ほ

と
ん
ど
が
中
世
期
に
お
け
る
菅
浦
だ
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
惣
村
・
郷
村
の

成
立
や
そ
の
内
部
構
造
、
あ
る
い
は
自
治
・
検
断
権
な
ど
の
様
相
を
解
明
す
べ
く
、

文
献
史
学
や
民
俗
学
、
あ
る
い
は
建
築
、
社
会
学
に
携
わ
る
研
究
者
を
魅
了
し
て
や

ま
な
か
っ
た
こ
と
は
、こ
と
あ
ら
た
め
て
記
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。そ
し
て
、

こ
の
背
景
に
は
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
菅
浦
文
書
」
の
原
本
・
影
写

本
、
あ
る
い
は
活
字
史
料
集
の
存
在
が
あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
「
菅
浦
文
書
」
が
中
世
期
の
文
書
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
近

世
・
近
現
代
期
の
菅
浦
に
論
及
し
て
い
る
文
献
と
な
る
と
、
十
指
に
満
た
な
い
状
況

に
あ
る（

2
）。

ま
た
、近
世
期
に
お
い
て
菅
浦
村
は
膳
所
藩
領
に
属
し
て
い
た
が
、膳
所
領
の
村
々

は
大
津
城
下
町
近
辺
だ
け
に
集
中
し
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
湖
西
の
高
島
郡
の
一
部

と
菅
浦
村
が
支
配
下
に
あ
っ
た
。
湖
北
に
位
置
し
て
い
る
菅
浦
村
は
、
そ
れ
ゆ
え
膳

所
領
に
と
っ
て
辺
邑
の
一
つ
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
の
か
、
ほ
と
ん
ど
史
料
上
に
記
さ

れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。ま
た
、自
治
体
史
と
い
う
制
限
は
あ
る
も
の
の
、

膳
所
藩
の
支
配
の
様
相
を
最
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
『
新
修
大
津
市
史
』
に
お
い
て

も
、
菅
浦
村
が
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
近
世
期
の
菅
浦
村
の
実
態
は
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
お
ら

ず
、
中
世
期
を
対
象
と
す
る
研
究
の
隆
盛
さ
に
比
す
れ
ば
、
寒
心
に
堪
え
な
い
思
い

を
禁
じ
得
な
い
。
中
世
期
か
ら
近
世
期
に
ど
の
よ
う
な
歴
史
が
連
続
し
、
何
が
断
絶

し
た
の
か
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
る
の
か
、
現
時
点
で
は
ま
っ
た
く
と

言
っ
て
良
い
ほ
ど
に
不
明
な
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
菅
浦
研
究
の
現
状
に
鑑
み
、
近
世
期
の
菅
浦
村
に
保
管
さ

れ
た
史
料
の
う
ち
、
膳
所
藩
の
村
方
支
配
の
基
本
法
と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
定
」

を
翻
刻
し
、
そ
の
変
化
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
世
期
に
藩
庁
か
ら

「
定
」
が
数
回
発
布
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
『
新
修
大
津
市
史
』
な
ど
で
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
の
本
文
に
つ
い
て
は
要
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
全

て
の
条
文
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
の
膳
所
藩
の
村
方
支
配
の
政
策
基

調
、
ひ
い
て
は
近
世
期
の
菅
浦
村
の
実
態
解
明
に
お
い
て
も
基
本
的
な
史
料
と
な
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

「
定
」
の
伝
来
状
況

膳
所
藩
に
お
い
て
、「
定
」
―
以
下
で
は
定
書
と
記
す
―
は
、
第
八
代
膳
所
城
主

本
田
俊
次
の
襲
封
直
後
の
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
五
月
三
日
付
け
で
発
布
さ
れ
て
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い
る
。
こ
の
法
令
は
、「
膳
所
領
の
領
民
統
治
に
関
す
る
基
本
法
典
と
し
て
、
以
後

な
が
く
本
田
氏
の
治
政
の
な
か
で
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
も
の（

3
）」
と
さ
れ
て
い
る
。

全
二
九
条
か
ら
な
る
こ
の
法
令
は
、（
一
）
公
儀
法
令
の
順
守
、（
二
）
治
政
お
よ
び

役
人
に
関
す
る
条
項
、（
三
）
村
落
内
に
お
け
る
領
民
生
活
規
制
の
条
項
、
と
大
き

く
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
内
容
で
あ
っ
た（

4
）。
ま
た
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
九
月
十

四
日
付
け
で
同
文
の
も
の
が
発
布
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
定
書
は
伝
来

し
て
い
る
。

菅
浦
村
に
は
慶
安
四
年
の
年
紀
が
記
さ
れ
た
定
書
は
見
当
た
ら
な
い（

5
）が

、
代
官
で

あ
っ
た
菅
浦
家
に
伝
わ
る
後
欠
の
史
料
が
存
在
す
る（
6
）。
こ
の
史
料
は
冒
頭
に
「
定
」

と
記
さ
れ
「
菅
浦
村
」
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一

八
条
目
の
途
中
ま
で
記
さ
れ
、
後
欠
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
条
文
を
承
応
二
年
九
月
十
四
日
付
け
で
発
布
さ
れ
た
定
書
と
比
較
す
る

と
、
変
体
仮
名
や
漢
字
の
一
部
は
異
な
る
も
の
の
、
内
容
は
同
一
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
右
の
後
欠
の
史
料
は
、
恐
ら
く
慶
安
四
年
令
の
前
半
部
で
あ
る

と
判
断
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
現
在
の
膳
所
領
研
究
に
お
い
て
も
、
慶
安
四
年
令
の
全

文
は
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
そ
れ
と
同
文
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
承
応

二
年
令
を
掲
げ
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た（

7
）。

菅
浦
村

定

庄
屋
百
姓
共

一
公
儀
之
御
法
度
不
寄
何
事
聊
相
背
申
間
敷
候
、
吉
利
支
丹
別
而
御
法
度
之
事

候
間
、
宗
旨
之
者
候
ハ
ゝ
、
所
之
者
ハ
不
及
申
、
他
所
ゟ
吉
利
支
丹
之
宗
旨

参
候
共
、
於
注
進
申
者
褒
美
を
出
し
可
申
候

一
郷
中
ニ
知
ぬ
牢
人
其
外
不
見
届
者
於
有
之
ハ
早
々
可
申
事

一
男
女
之
売
買
、
百
姓
走
せ
申
ま
し
く
候
、
乍
然
所
に
男
女
多
候
て
、
年
季
な

と
に
奉
公
さ
せ
候
者
、
代
官
ニ
断
を
申
、
郡
奉
行
ゟ
不
苦
と
の
切
手
を
取
可

出
事

一
諸
奉
公
人
百
姓
に
対
し
む
さ
と
申
掛
仕
候
者
、
其
村
に
留
置
注
進
可
申
候
、

膳
所
之
者
ニ
而
面
を
見
知
候
か
、
名
を
存
候
者
不
及
留
置
、
追
而
可
申
候
、

但
仕
過
致
候
ニ
お
い
て
ハ
、
縦
膳
所
之
者
た
り
と
い
ふ
共
留
置
注
進
可
申
事

一
夫
銭
之
事
可
為
不
入
、
乍
然
御
陣
又
他
国
へ
上
使
被

仰
付
候
時
ハ
、
百
石

ニ
付
一
疋
壱
人
召
つ
れ
可
申
事

一
郷
中
普
請
之
儀
、
百
姓
に
奉
公
人
を
く
わ
へ
、
其
郷
人
す
く
な
ニ
候
ハ
ゝ
、

隣
郷
へ
も
可
申
付
候
、
夫
割
之
儀
ハ
代
官
郡
奉
行
連
判
ニ
て
ふ
れ
候
へ
と
申

付
候
間
、
其
旨
を
相
ま
も
り
地
下
ゟ
出
し
候
人
馬
の
割
な
と
田
地
之
高
に
懸

り
ろ
く
〳
〵
に
割
可
申
候
、
依
怙
会
釈
於
致
候
者
庄
屋
肝
煎
之
者
可
為
越
度

事
、
惣
別
地
下
中
の
割
な
と
折
々
改
可
申
候
間
、
む
さ
と
仕
ま
し
き
事

一
郷
中
不
寄
何
知
行
之
た
め
に
能
普
請
、
例
年
定
候
普
請
ハ
不
及
申
新
法
ニ
成

共
仕（
度
）
所
所
於
有
之
者
、
霜
月
極
月
之
内
ニ
郡
奉
行
代
官
へ
書
付
を
以
可
申
渡

候
、
正
月
二
月
三
月
此
三
ケ
月
百
姓
之
隙
候
間
、
新
法
ニ
申
付
候
所
も
破
損

普
請
も
此
三
ケ
月
之
内
に
仕
廻
候
ハ
ん
間
、（
カ
）
扨
申
事
候
、
尤
早
速
致
可
然
普

請
ハ
時
分
を
不
考
、早
々
注
進
可
申
候
、於
遅
ク
候
ハ
百
姓
之
可
為
曲
事
候
、

知
行
之
普
請
ゟ
外
ハ
百
姓
つ
か
ひ
申
ま
し
く
候
事

一
郷
中
ゟ
不
寄
竹
木
升
物
之
外
、
膳
所
へ
郷
つ
き
ニ
成
共
於
届
候
ハ
、
公
儀
ゟ

御
定
の
こ
と
く
道
の
法
を
積
り
人
馬
の
駄
賃
相
渡
し
可
申
事
、
我
々
此
通
ニ

候
上
ハ
諸
家
中
の
者
も
猶
以
一
疋
一
人
つ
か
ひ
申
事
無
用
ニ
申
付
候
間
、
其

通
相
心
得
可
申
候
、
相
対
ニ
て
駄
賃
の
取
引
於
致
候
ハ（マ
マ
）

各
別
之
事
候
、
若
駄

賃
出
し
候
わ
す
ハ
此
方
へ
可
申
候
、
駄
ち
ん
取
不
申
候
ヲ
取
候
と
空
言
於
申
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ハ
、
百
姓
を
十
日
籠
舎
可
申
付
事

一
何
事
ニ
て
も
用
等
申
付
遣
し
候
奉
行
者
、
不
法
度
成
儀
候
者
、
其
様
子
目
安

を
以
可
申
事

一
奉
行
代
官
郷
中
ニ
泊
候
共
、
百
姓
振
舞
候
事
一
切
無
用
ニ
候
、
此
方
ゟ
弁
当

を
持
せ
候
か
、無
左
ハ
米
を
買
候
筈
ニ
申
付
候
間
、聊
か
ま
い
申
ま
し
く
候
、

菓
子
以
下
迄
も
出
し
申
ま
し
く
候
、
水
ゟ
外
ハ
百
姓
の（
カ
）
恩
ニ
成
候
事
無
用
と

申
付
候
、
於
泊
候
ハ
海
道
な
ミ
に
主
人
拾
弐
文
下
人
八
文
つ
ゝ
木
賃
を
取
可

申
候

一
郡
奉
行
代
官
手
代
之
者
、
其
外
諸
奉
公
人
於
郷
中
押
買
押
売
并
女
房
狂
於
仕

候
ハ
、
目
安
を
以
注
進
可
申
事

一
正
月
之
礼
五
節
句
之
礼
ニ
鳥
目
之
儀
ハ
不
及
申
、
菓
子
以
下
迄
も
令
停
止

候
、
右
之
通
之
上
ハ
膳
所
へ
参
候
事
も
無
用
ニ
候

一
奉
行
代
官
其
外
郷
中
へ
携
候
者
へ
之
所
へ
礼
儀
礼
物
之
儀
ハ
不
及
申
、
菓
子

以
下
迄
も
出
し
申
ま
し
く
候
、
前
々
ゟ
の
近
付
た
り
と
云
共
、
郷
中
へ
携
候

者
ニ
候
ハ
ゝ
、
右
之
可
為
御
渡
事

一
法
度
之
山
林
伐
採
申
ま
し
く
候
、
た
と
ひ
同
類
た
り
と
い
ふ
共
、
於
訴
人
仕

候
ハ
其
科
を
免
し
、
ほ
う
ひ
を
出
し
可
申
事

一
郷
中
之
賑
、
風
を
防
候
た
め
ニ
も
能
候
間
、
田
地
ニ
難
成
所
ニ
ハ
合
壁
に
竹

木
を
植
可
申
候
、
其
身
の
破
損
普
請
ニ
ハ
庄
屋
へ
断
を
申
遣
可
致
候
、
商
売

并
親
子
兄
弟
之
仁
た
り
と
云
共
、
音
信
ニ
遣
候
事
一
本
も
無
用
ニ
候
、
郷
中

の
竹
を
切
取
候
ヘ
ハ
郷
中
荒
候
間
、
此
方
へ
も
一
本
も
切
取
申
ま
し
く
候
、

乍
然
郷
中
の
川
せ
き
以
下
ニ
遣
候
先
洲
之
事
ニ
ハ
各
別
ニ
候
、
扨
又
竹
殊
之

外
繁
り
間
を
す
か
し
申
度
候
者
、
庄
屋
ニ
断
を
申
、
所
々
間
を
切
、
同
百
姓

に
売
、
其
身
の
助
成
ニ
可
仕
候
、
笋
ハ
畠
之
内
へ
出
候
ハ
ぬ
き
取
可
致
候
、

薮
之
内
へ
は
ゑ
候
ハ
抜
取
候
を
見
出
し
候
ハ
ゝ
急
度
可
申
付
候
、
此
段
庄
屋

堅
可
申
渡
候
、
畠
へ
出
候
共
音
信
な
と
ニ
致
候
を
聞
出
し
候
ハ
ゝ
、
過
料
を

可
申
付
候

一
屋
敷
之
柑
類
柿
梨
之
様
成
物
令
赦（
カ
）
免
候

一
百
姓
致
一
味
訴
訟
仕
ま
し
く
候
、
若
申
上
度
事
候
ハ
ゝ
、
当
人
斗
出
し
可
申

事
一
地
下
割
庄
屋
一
人
ニ
て
仕
間
敷
候
、
小
百
姓
迄
寄
、
水
帳
を
出
し
、
少
も
依

怙
な
き
や
う
に
可
致
候
、
并
田
地
隠
置
申
ま
し
く
候
、
毎
年
田
畠
切
起
候
者

可
申
上
候
、
或
ハ
二
年
、
或
ハ
三
年
百
姓
に
出
し
置
、
以
来
ハ
毛
付
に
応
し

所
務
可
申
付
事

一
領
分
之
百
姓
之
娘
他
領
へ
縁
辺
ニ
遣
し
申
間
敷
候
、
他
領
ゟ
此
方
へ
よ
め
ニ

取
候
事
ハ
不
苦
候
、

付
、
領
分
之
者
他
領
へ
入
む
こ
致
候
事
可
為
曲
事
、
他
領
ゟ
此
方
へ
入
む

こ
ハ
不
苦
候
、
乍
然
無
余
儀
縁
辺
く
ミ
に
お
い
て
ハ
、
此
方
へ
断
を
可
申

事

一
田
畠
少
も
あ
ら
し
申
間
敷
候
、
若
荒
候
者
其
村
之
庄
屋
五
人
組
相
談
致
、
仕

付
候
様
ニ
可
仕
候
、
荒
候
者
庄
屋
可
為
曲
事

一
田
畠
成
ほ
と
念
を
入
、
庄
屋
肝
煎
郷
中
へ
前
方
〳
〵
に
幾
度
も
触
、
無
油
断

様
ニ
可
申
渡
候
、
耕
作
ニ
草
を
は
や
し
無
沙
汰
ニ
致
候
百
姓
於
有
之
ハ
、
十

日
つ
ゝ
篭
者
可
申
付
事

一
何
事
ニ
て
も
申
上
度
事
候
ハ
ゝ
、
直
々
目
安
を
以
可
申
上
候
、
但
在
江
戸
之

内
か
其
外
留
守
之
時
ハ
、
お
と
な
分
へ
可
申
候
、
む
さ
と
つ
ゝ
か
さ
る
事
を

申
候
共
、
何
ケ
度
目
安
差
上
候
共
承
引
申
ま
し
く
候
付
、
客
な
と
在
之
時
分

ハ
目
安
差
上
候
事
無
用
ニ
候
、
併
急
成
事
候
ハ
ゝ
不
苦
事



滋
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一
升
物
金
銀
直
蔵
奉
行
ニ
渡
し
可
申
候
、
若
代
官
に
渡
し
、
た
と
ひ
切
手
を
取

候
共
請
取
不
申
候
由
申
候
者
、
百
姓
之
可
為
損
事

一
年
貢
金
銀
ニ
て
成
共
相
済
し
可
申
候
、
直
段
之
儀
其
年
之
可
為
相
場
次
第

事
、付

、
大
豆
ひ
ゑ
其
年
之
相
場
之
米
に
差
つ
き
可
申
事

一
年
貢
米
皆
済
無
之
以
前
、
借
銭
借
米
他
所
へ
出
し
候
ハ
ゝ
、
聞
出
候
次
第
、

領
分
ニ
候
ハ
ゝ
済
し
候
者
請
取
候
者
両
方
ゟ
過
料
を
取
可
申
候

一
百
姓
共
奉
公
人
ニ
対
し
慮
外
仕
間
敷
候
、
惣
別
侍
の
作
法
ニ
一
言
ニ
て
一
命

を
捨
候
、
自
面
を
か
き
堪
忍
候
へ
と
ハ
不
申
付
候
間
、
慮
外
仕
ま
し
く
候

一
立
毛
見
立
ニ
遣
し
候
者
二
組
ニ
て
二
通
ニ
免
を
お
ろ
し
、
高
下
を
改
中
分
ニ

可
申
付
候
、
免
相
之
高
下
無
之
ニ
む
さ
と
訴
詔
申
間
敷
候
、
自
然
目
違
も
在

之
事
候
間
、
過
分
ニ
違
候
者
訴
詔
可
申
候
、
於
訴
詔
申
候
ハ
、
舂
法
可
申
付

候
間
、
其
通
ニ
相
心
得
可
申
事

一
惣
様
百
姓
共
五
人
組
ニ
申
付
候
間
、
其
通
ニ
可
仕
候
、
其
組
中
ニ
不
見
届
者

於
有
之
ハ
庄
屋
ニ
断
を
可
申
候
、
庄
屋
致
裁
判
、
此
方
へ
申
程
之
事
候
ハ
ゝ

可
申
上
候
、
不
苦
事
候
ハ
ゝ
余
之
組
と
く
ミ
直
し
可
然
候
、
悪
人
を
隠
置
候

ハ
ゝ
庄
屋
組
中
之
者
可
為
越
度
候

一
喧
嘩
口
論
停
止
候
上
、
若
相
背
仕
過
を
致
候
を
走
か
し
候
ハ
ゝ
、
其
村
之
五

人
組
庄
屋
ニ
掛
可
申
候
、
并
は
く
ち
は
う
ひ
き
諸
勝
負
仕
間
敷
候
、
若
仕
候

者
有
之
を
此
方
へ
不
申
候
者
、
庄
屋
五
人
組
へ
過
料
を
申
付
候
か
、
事
ニ
ゟ

篭
者
可
申
付
事

右
之
条
々
於
相
背
者
、
其
科
に
応
し
急
度
可
申
付
者
也

承
応
弐
年

巳

九
月
十
四
日
（
黒
印
）

右
の
定
書
は
膳
所
領
の
在
方
支
配
に
か
か
る
基
本
法
令
と
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の

後
に
も
同
一
内
容
の
条
文
を
と
も
な
う
定
書
が
発
布
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
菅
浦
村
も
ま
た
、
こ
の
政
策
基
調
に
沿
っ
た
規
制
を
受
け
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
第
一
六
条
で
屋
敷
で
植
栽
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

て
い
る
果
物
類
に
柑
類
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
に
お
い
て
も
菅
浦
で
は
蜜
柑
が

植
え
ら
れ
て
お
り
、
北
限
の
栽
培
地
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
中
世
期
に
お
い

て
も
海
津
西
浜
惣
中
へ
音
物
と
し
て
「
柑
子
之
籠
」
が
贈
ら
れ
て
い
る（

8
）こ

と
な
ど
を

考
慮
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
柑
橘
類
の
植
え
付
け
が
許
容
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当

村
が
意
識
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
第
二
三
条
に
つ
い
て
―
『
新
修
大
津
市
史

第
三
巻
』
で
は
、
第
三
条
と

す
る
が
、
こ
れ
は
誤
植
で
あ
ろ
う
―
同
書
で
は
「
弁
物
（
年
貢
米
）
金
銀
直
ニ
蔵
奉

行
ニ
渡
し
申
す
べ
く
候
（
下
略
）」
と
し
て
い
る
（
三
二
八
頁
）。
こ
れ
ら
の
記
述
は

慶
安
四
年
令
を
も
と
に
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
菅
浦
村
に
は
当
年
令
の
全
文
が
残
さ
れ

て
い
な
い
た
め
確
認
を
と
れ
な
い
が
、
前
掲
の
承
応
二
年
令
や
こ
の
後
の
定
書
の
条

文
か
ら
判
断
す
る
と
、「
弁
物
」は「
升
物
」の
誤
読
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
升

物
」
と
は
穀
類
一
般
を
示
す
こ
と
か
ら
、「
年
貢
米
」
だ
け
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
第
二
五
条
で
「
年
貢
米
」
と
記
し
て
い
る
こ
と

を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
麦
・
粟
・
稗
な
ど
の
産
物
も
意
識
し
た
表
記
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
定
書
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
膳
所
領
の
村
方
支
配
は
、

郡
奉
行
と
代
官
が
職
制
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。『
新
修
大
津
市
史

第
三
巻
』
に

よ
れ
ば
、
郡
奉
行
は
領
主
本
多
家
の
農
村
支
配
を
と
り
し
き
っ
た
役
職
で
あ
る
が
、

代
官
は
郷
士
的
な
身
分
で
他
領
の
大
庄
屋
的
な
も
の
に
相
当
す
る
と
あ
る
（
三
二
八

頁
）。
菅
浦
村
に
お
い
て
代
官
を
務
め
た
の
は
菅
浦
家
で
あ
る
が
、
当
家
は
も
と
も



近
世
菅
浦
村
に
残
る
膳
所
藩
の
定
書

九
九

と
「
島
津
」
姓
で
あ
っ
た
も
の
の
、
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
領
主
本
多
康
禎
に

薩
摩
島
津
家
か
ら
輿
入
れ
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
改
姓
し
た
と
さ
れ
る（
9
）。
島
津
家
は
中

世
期
に
は
東
村
の
乙
名
層
で
あ
っ
た
と
い
う
由
緒
を
も
つ
が
、
膳
所
領
に
な
っ
た
時

点
か
ら
代
官
を
務
め
た
か
ど
う
か
を
明
示
す
る
史
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
当
家
が

代
官
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
最
も
旧
い
年
紀
は
寛
文
元
年
（
一
六

六
一
）
七
月
二
十
三
日
付
け
の
切
支
丹
宗
門
法
度
請
書
写（
10
）で

あ
る
。
た
だ
、
こ
の
請

書
の
奥
書
に
は
、「
御
代
官

新
次
郎
」
が
署
名
し
て
い
る
と
同
時
に
「
庄
屋

新

次
郎
」
が
「
肝
煎

左
近
次
郎
・
弥
源
次
」
と
と
も
に
連
署
し
て
い
る
。
御
代
官
で

あ
る
新
次
郎
は
、
同
時
に
庄
屋
新
次
郎
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
代
官
と
し
て

奥
書
に
記
し
て
い
る
文
言
に
は
、「
右
之
御
法
度
之
通
堅
申
渡
候
」
と
あ
り
、
明
ら

か
に
領
内
に
発
布
さ
れ
村
方
に
渡
さ
れ
た
書
付
を
申
し
渡
す
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
菅
浦
家
は
、
代
官
職
を
勤
め
る
と
と
も
に
、
時
に
は
庄

屋
役
を
兼
ね
る
時
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
例
外
的
な
こ
と
だ
と
考
え
る
べ
き

だ
ろ
う
が
、
こ
の
後
に
も
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
初
頭
に
「
庄
や

新
二
郎
（
新

次
郎
）」
と
記
す
史
料
も
残
さ
れ
て
い
る（
11
）。

と
こ
ろ
で
、
膳
所
領
で
発
布
さ
れ
た
定
書
と
現
在
、
菅
浦
区
に
伝
来
し
て
い
る
も

の
を
一
覧
表
に
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

出典

菅浦家近世20

菅浦共有917

菅浦家近世2

菅浦家近世322
の可能性大

菅浦家近世10

伝来せず

菅浦家近世11

菅浦家近世12

菅浦家近世14

菅浦家近世324
菅浦共有19

菅浦家近世16

菅浦家近世17

菅浦家近世18

備考

18条目前半まで。後欠

前欠。10条分欠

10条分のみ。後欠

以後同文

当主

本多俊次

同上

本多康将

本多康命

本多康敏

本多康桓

同上

本多康伴

本多康匡

本多康完

本多康禎

本多康融

本多康穰

宛先

菅浦村

菅浦村庄屋百姓共

浅井郡菅浦村

浅井郡菅浦村

浅井郡菅浦村

浅井郡菅浦村

前欠
浅井郡菅浦村

浅井郡菅浦村

浅井郡菅浦村

浅井郡菅浦村

条数

29

29

29

34

40

41

41

41

41

41

41

41

41

原題

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

定

西暦

1651

1653

1668

1715

1738

1748

1755

1767

1778

1786

1808

1847

1856

年 月 日

慶安4．5．3

承応2．9．14

寛文8．7．3

正徳5．5．

元文3．1．5

延享5．6．1

宝暦4．5．1

明和4．11．1

安永7．8．15

天明6．8．5

文化5．6．28

弘化4．8．28

安政3．9．27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

出典：「菅浦共有文書」「菅浦家文書（近世分）」『新修大津市史』第3、第4巻

表1 膳所領の定書
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一
〇
〇

膳
所
領
内
に
発
布
さ
れ
た
定
書
は
、
少
な
く
と
も
一
四
通
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
条
文
数
は
当
初
は
二
九
条
で
あ
っ
た
が
、
正
徳
五
年
令
で
三
四
条
、
元
文
三
年

令
で
四
〇
条
と
な
り
、
延
享
五
年
令
で
一
か
条
増
え
、
そ
の
後
は
同
条
文
・
条
数
の

も
の
が
発
布
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
多
俊
次
と
康
桓
は
そ
れ
ぞ
れ
二
回
の
定
書
を

発
布
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
歴
代
当
主
は
襲
封
中
に
一
度
だ
け
発
布
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
一
四
通
の
定
書
の
う
ち
延
享
五
年
令
だ
け
は
、
菅
浦
に
は
見
当

た
ら
な
い
。

ま
た
、
伝
来
の
状
態
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
菅
浦
家
に
伝
来
し
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
菅
浦
共
有
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
も
の
は
、
お
そ

ら
く
は
菅
浦
村
庄
屋
の
交
代
と
と
も
に
引
継
文
書
と
し
て
村
方
に
残
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
年
令
の
み
が
菅
浦
家
と
菅
浦

村
と
双
方
に
残
さ
れ
て
い
る
。
菅
浦
家
の
も
の
は
年
月
日
も
領
主
の
黒
印
も
据
え
ら

れ
て
い
る
が
前
欠
で
あ
る
一
方
、
共
有
文
書
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
定
書
は
全
条
数

が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
は
写
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
膳
所
藩

が
発
布
し
た
定
書
を
代
官
で
あ
る
菅
浦
家
が
受
け
取
り
、
こ
れ
を
村
方
に
示
す
と
と

も
に
村
方
で
写
し
が
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（
12
）。

と
は
い
え
、
す
べ
て
の
年
次
の

定
書
が
共
有
文
書
に
残
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
か
ら
推
し
て
、
菅
浦
家
が
示
し
た
定

書
正
文
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
写
し
書
き
が
作
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。

さ
て
、
膳
所
藩
が
発
布
し
た
定
書
の
条
文
数
は
、
次
第
に
増
加
し
て
い
る
。
承
応

二
年
令
以
降
、
ど
の
よ
う
な
条
文
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
簡
略
に

『
新
修
大
津
市
史
』
第
四
巻
で
触
れ
ら
れ
て
お
り
（
五
九
〜
六
〇
頁
）、
こ
こ
で
は

と
く
に
論
述
す
る
こ
と
を
省
略
し
た
い（
13
）。

ま
た
、
具
体
的
に
そ
れ
ら
の
条
文
文
言
を

確
か
め
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
も
、
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
い
ま
だ
、
こ
れ
ら

の
全
条
文
を
翻
刻
し
て
い
る
文
献
は
な
い
の
で
あ
る
。
菅
浦
家
文
書
に
存
在
す
る
史

料（
14
）が

正
徳
五
年
令
だ
と
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
の
史
料
は
一
〇
条
の
み
確
認
で
き
る

が
、
後
欠
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
掲
の
承
応
二
年
令
の
よ
う
に
「
定
」
と
し

て
「
浅
井
郡

菅
浦
村
」
に
宛
て
た
書
式
で
あ
る
。
宛
先
の
書
式
が
「
菅
浦
村

庄

屋
百
姓
共
」
で
は
な
く
「
浅
井
郡

菅
浦
村
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
判
明
し
な
い

が
、
料
紙
に
は
継
目
に
黒
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
代
官
菅
浦
家
に
下
さ
れ
た
他
の
年

次
の
正
文
と
同
一
で
あ
る
。
ま
た
、
一
〇
条
分
を
欠
く
寛
文
八
年
令
の
史
料
と
は
、

紙
質
が
異
な
り
条
文
文
言
も
接
続
し
な
い
。
そ
れ
ら
の
特
徴
は
、
同
じ
く
前
欠
史
料

で
あ
る
天
明
六
年
令
の
一
部
と
も
み
な
し
が
た
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
正
徳
五
年
令

で
加
筆
さ
れ
た
条
文
は
、
菅
浦
に
お
い
て
は
承
応
二
年
令
と
元
文
三
年
令
で
比
較
確

認
す
る
よ
り
術
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
元
文
三
年
令
を
次
に
掲
げ
て
お

く
。

浅
井
郡

定

菅
浦
村

一
公
儀
之
御
法
度
常
々
申
渡
候
通
、
聊
茂
相
背
間
敷
候
、
就
中
切
支
丹
宗
門
之

儀
、
毎
年
雖
改
之
弥
以
無
油
断
心
懸
、
若
不
審
成
者
於
有
之
ハ
早
々
此
方
江

可
申
出
候
、
惣
而
不
見
届
者
并
浪
人
等
差
置
候
儀
者
不
及
申
、
一
宿
も
致
さ

せ
申
間
敷
候
、
然
共
親
類
縁
者
無
拠
子
細
有
之
ハ
、
代
官
江
断
を
申
、
四
五

日
之
逗
留
ハ
不
苦
候
、
永
指
置
申
候
ハ
ゝ
郡
代
共
江
相
断
可
任
指
図
事

一
夫
銭
之
事
令
免
許
之
、
雖
然
御
陣
又
者
御
用
被

仰
付
候
時
ハ
、
高
百
石
ニ

付
人
夫
壱
人
、
夫
馬
壱
疋
召
連
可
申
事

一
年
貢
収
納
之
儀
、
兼
々
申
付
候
通
聊
油
断
不
可
有
之
、
収
納
遅
々
仕
儀
者
平

生
之
奢
ニ
而
令
困
窮
歟
、
或
耕
作
に
懈
怠
仕
故
な
る
へ
し
、
急
度
令
糺
明
曲
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一
〇
一

事
可
申
付
事

一
年
貢
皆
済
無
之
已
前
に
私
之
借
銭
借
米
少
も
出
し
申
間
敷
事

一
年
貢
之
米
こ
し
ら
へ
念
を
入
可
申
候
、
無
沙
汰
に
致
候
者
於
有
之
ハ
曲
事
可

申
付
事

一
法
度
之
山
林
伐
採
申
間
鋪
候
、
若
違
犯
之
輩
有
之
節
、
縦
雖
為
同
類
訴
人
に

於
罷
出
ハ
、
其
科
令
赦
免
、
随
其
趣
褒
美
可
出
之
事

一
百
姓
屋
鋪
之
か
う
類
令
赦
免
之
事

一
惣
し
て
及
公
事
沙
汰
之
儀
、
其
本
人
非
道
を
於
申
出
ハ
、
定
法
之
通
罪
科
勿

論
之
儀
、
本
人
之
不
催
儀
を
外
よ
り
取
持
公
事
沙
汰
に
仕
な
す
輩
、
或
賄
賂

を
取
事
を
工
ミ
、
又
ハ
家
中
之
所
縁
を
た
の
ミ
、
非
儀
を
道
理
ニ
仕
な
し
、

上
を
か
す
め
ん
と
す
る
の
輩
有
之
ハ
、
急
度
令
穿
鑿
重
科
に
可
申
付
事

一
隠
田
之
輩
於
有
之
ハ
罪
科
可
申
付
事

一
田
畑
少
茂
荒
し
申
間
敷
候
、若
荒
シ
候
ハ
ゝ
、其
村
之
庄
屋
五
人
組
致
相
談
、

仕
付
候
様
ニ
可
仕
候
、
荒
し
候
者
ハ
勿
論
庄
屋
を
も
曲
事
可
申
付
事

一
耕
作
随
分
念
を
入
、
庄
屋
肝
煎
村
中
江
前
方
ニ
幾
度
も
触
、
無
油
断
様
ニ
可

申
渡
候
、
田
畑
ニ
草
を
は
や
し
無
沙
汰
ニ
致
候
百
姓
於
有
之
ハ
、
曲
事
ニ
可

申
付
事

一
新
田
畑
開
発
い
た
す
へ
き
地
有
之
候
ハ
ゝ
、
見
立
候
而
郡
代
ま
て
相
断
発
可

申
候
、
三
年
ハ
作
り
取
た
る
へ
く
候
、
三
年
過
候
ハ
ゝ
立
毛
ニ
随
ひ
年
貢
可

申
付
事

一
荒
場
可
切
起
所
有
之
候
ハ
ゝ
、
郡
代
迄
可
相
断
候
、
切
起
候
而
二
年
或
三
年

年
貢
令
赦
免
、
其
後
毛
付
ニ
応
シ
年
貢
可
申
付
事

一
百
姓
子
共
多
ク
持
候
者
、惣
領
之
外
次
男
三
男
迄
も
田
畑
分
譲
候
ヘ
者
、末
々

水
呑
百
姓
ニ
罷
成
可
申
候
間
、
無
用
可
仕
候
、
但
外
之
田
畑
を
調
候
而
譲
候

儀
ハ
可
為
各
別
事

一
田
地
質
物
ニ
入
金
銀
借
請
候
節
并
子
共
江
田
畑
ゆ
つ
り
候
節
ハ
、
其
村
之
庄

屋
肝
煎
組
頭
等
吟
味
致
、
検
地
帳
面
ニ
引
合
、
斗
代
の
儀
書
違
申
間
敷
事

一
男
女
売
買
之
儀
か
た
く
令
停
止
之
、
兼
而
申
渡
通
、
他
所
江
之
養
子
縁
付
年

季
奉
公
之
儀
ハ
不
及
申
、
半
季
奉
公
た
り
と
い
ふ
と
も
遣
シ
申
間
敷
候
、
若

無
拠
子
細
有
之
遣
し
申
度
事
有
之
候
ハ
ゝ
、
郡
代
江
相
断
指
図
次
第
可
致
事

一
地
下
割
之
儀
、
庄
屋
斗
ニ
而
仕
間
敷
候
、
小
百
姓
ま
て
寄
合
無
依
怙
様
ニ
可

仕
事

一
公
事
訴
訟
之
時
分
、
役
人
共
立
合
令
吟
味
事
を
済
候
上
に
、
外
々
役
人
之
方

江
訴
訟
致
間
敷
候
、
然
共
役
人
非
儀
之
事
於
有
之
ハ
、
大
目
付
ま
て
可
申
達

候
、
無
故
儀
を
於
申
出
ハ
可
為
重
科
事

一
公
事
訴
訟
之
刻
、
大
勢
か
た
ま
り
於
令
騒
動
ハ
、
徒
党
之
科
の
か
る
へ
か
ら

す
、
新
儀
を
企
、
徒
党
を
結
ひ
誓
約
を
な
す
の
儀
ハ
、
兼
而

公
儀
之
御
制

禁
也
、
能
々
可
相
慎
事

一
公
事
之
刻
、
一
方
に
二
三
人
ニ
庄
屋
肝
煎
相
加
膳
所
江
可
罷
越
候
、
訴
訟
之

節
ハ
猶
以
、
右
之
人
数
に
不
可
過
、
大
勢
罷
越
候
得
者
第
一
村
之
入
用
多
、

且
ハ
面
々
も
可
令
迷
惑
候
、
惣
而
大
方
之
出
入
ハ
代
官
庄
屋
肝
煎
取
噯
に
て

事
済
候
得
者
、
村
之
た
め
其
も
の
共
の
た
め
に
も
能
候
、
乍
然
郡
代
共
方
江

不
罷
出
候
而
不
叶
時
者
、
右
定
之
通
之
人
数
ニ
而
可
罷
出
、
膳
所
宿
々
ま
て

も
大
勢
罷
越
候
ハ
ゝ
曲
事
ニ
可
申
付
候
、
然
と
も
人
多
参
候
ハ
て
不
叶
儀
も

候
ハ
ゝ
、
郡
代
共
に
其
趣
を
申
断
可
致
指
図
次
第
事

一
郷
方
に
た
つ
さ
ハ
り
候
一
切
之
役
人
依
怙
贔
屓
在
之
歟
、
無
作
法
成
儀
於
有

之
ハ
早
速
訴
之
可
申
候
事

一
為
用
事
役
人
其
外
郷
中
へ
罷
出
候
節
者
、
百
姓
よ
り
馳
走
ケ
間
敷
儀
一
切
無
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一
〇
二

用
ニ
可
致
候
、
兼
而
定
置
候
通
仕
出
し
ニ
い
た
し
可
申
候
、
但
香
物
と
も
に

可
為
一
汁
二
菜
、
尤
酒
ハ
出
シ
申
間
敷
事

一
郷
中
江
た
つ
さ
ハ
り
候
役
人
江
ハ
勿
論
、
惣
而
家
中
江
之
音
物
等
堅
令
停
止

之
候
、
尤
妻
子
等
之
方
江
も
可
為
無
用
事

一
百
姓
共
奉
公
人
に
対
し
少
も
慮
外
仕
間
敷
事

一
道
橋
於
破
損
ハ
早
々
注
進
可
申
候
、
少
之
儀
ハ
不
及
注
進
、
如
前
々
修
理
可

仕
事

一
往
還
之
旅
人
惣
別
町
中
ニ
而
物
い
ひ
仕
候
に
お
ゐ
て
ハ
、
早
々
出
会
無
事
ニ

済
し
候
様
ニ
可
仕
候
、
自
然
手
負
死
人
な
と
在
之
儀
ニ
候
ハ
ゝ
、
両
方
共
ニ

留
置
、
此
方
江
注
進
可
申
事

一
諸
奉
公
人
百
姓
ニ
対
し
む
さ
と
申
懸
仕
候
ハ
ゝ
、
其
村
ニ
留
置
注
進
可
申

候
、
膳
所
の
者
に
て
面
を
見
知
候
か
、
名
を
存
候
ハ
ゝ
不
及
留
置
、
追
而
可

申
候
、
但
理
不
尽
之
致
方
於
有
之
ハ
、
膳
所
之
も
の
た
り
と
い
ふ
共
留
置
注

進
可
申
事

一
郷
中
普
請
之
節
、
其
郷
ニ
人
少
ク
候
ハ
ゝ
、
隣
郷
江
夫
割
之
儀
郡
代
よ
り
可

申
遣
候
間
、
人
夫
之
割
ろ
く
〳
〵
ニ
可
致
候
、
若
庄
屋
肝
煎
於
致
依
怙
ハ
可

為
曲
事
、
惣
而
地
下
割
折
々
改
、
紛
敷
義
仕
間
敷
事

一
郷
中
例
年
定
候
普
請
ハ
不
及
申
、
た
と
ひ
新
法
ニ
な
り
共
田
地
之
為
に
能
普

請
仕
度
所
於
有
之
ハ
、
霜
月
極
月
之
内
ニ
郡
代
迄
書
付
を
以
可
申
出
候
、
正

月
二
月
三
月
此
三
ケ
月
ハ
百
姓
耕
作
之
隙
候
間
、
普
請
可
申
付
候
、
尤
早
速

致
可
然
普
請
ハ
時
分
を
不
考
、
早
々
注
進
可
申
候
、
遅
ク
候
に
お
ゐ
て
ハ
百

姓
之
可
為
越
度
事

一
郡
代
并
郷
方
之
役
人
、
其
外
諸
奉
公
人
於
郷
中
押
買
押
売
并
不
行
義
等
於
有

之
ハ
、
目
安
を
以
可
申
出
事

一
年
頭
之
礼
、
如
恒
例
正
月
六
日
、
代
官
庄
屋
并
勤
来
候
者
共
可
罷
出
候
、
平

日
無
用
之
勤
仕
間
敷
事

一
郷
中
之
賑
ひ
風
を
防
候
為
ニ
も
能
候
間
、
田
畑
ニ
難
成
所
ニ
ハ
合
壁
ニ
竹
木

を
栽
可
申
候
、其
身
之
家
普
請
破
損
等
ニ
遣
候
節
ハ
、郡
代
迄
相
願
可
申
候
、

商
売
并
音
信
等
ニ
遣
候
儀
ハ
一
切
可
為
無
用
候
、
城
普
請
ニ
入
用
之
節
ハ
奉

行
を
遣
し
切
取
可
申
候
、
枝
葉
ハ
其
屋
敷
主
江
遣
シ
可
申
候
、
笋
ハ
畑
之
中

江
出
候
分
ハ
抜
取
、
藪
之
中
之
分
ハ
取
申
間
敷
候
、
且
其
外
田
地
之
廻
り
ニ

栽
置
候
竹
木
、
是
又
可
為
同
然
事

一
穀
物
者
蔵
奉
行
江
渡
、
金
銀
銭
ハ
大
金
蔵
江
前
々
之
通
相
納
、
代
官
庄
屋
前

ニ
滞
無
之
様
ニ
可
仕
事

一
年
貢
米
之
儀
、
百
姓
前
ゟ
取
立
、
其
村
之
溜
蔵
ニ
入
置
候
義
有
之
節
ハ
、
昼

夜
共
ニ
番
を
附
置
、
火
の
元
等
別
而
念
を
入
可
申
候
、
尤
数
日
溜
蔵
ニ
入
置

不
申
相
納
候
様
ニ
可
致
事

一
年
貢
米
浜
出
し
船
積
等
之
儀
、
随
分
念
を
入
可
申
候
、
船
宿
ニ
数
日
差
置
不

申
候
様
ニ
吟
味
可
致
事

一
惣
様
百
姓
共
五
人
組
に
申
付
候
間
、
其
通
ニ
可
仕
候
、
其
組
中
ニ
不
見
届
も

の
於
有
之
ハ
、
庄
屋
ニ
断
可
申
候
、
庄
屋
致
裁
判
、
此
方
江
申
程
之
事
ニ
候

ハ
ゝ
可
申
出
候
、
不
苦
事
ニ
候
ハ
ゝ
外
之
組
と
組
直
し
可
然
候
、
悪
人
を
隠

置
候
ハ
ゝ
、
庄
屋
組
中
之
も
の
も
可
為
越
度
事

一
喧
嘩
口
論
停
止
之
上
、
若
相
背
人
を
殺
候
か
、
或
疵
を
付
候
も
の
を
取
逃
し

候
ハ
ゝ
、
其
村
之
庄
屋
五
人
組
ニ
か
ゝ
り
可
申
事

一
博
奕
遊
女
之
類
、
兼
而
申
渡
候
通
、
弥
以
堅
令
停
止
之
事

一
火
之
元
之
儀
、
無
油
断
弥
念
を
入
可
申
事

一
殺
生
之
事
、
猟
師
之
外
一
切
令
停
止
之
、
他
所
之
者
ハ
勿
論
家
中
之
者
迄
も
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一
〇
三

領
分
ニ
而
鉄
炮
打
候
儀
、是
又
停
止
候
、若
誤
而
人
を
打
候
義
有
之
候
ハ
ゝ
、

所
ニ
留
置
注
進
可
申
候
、
但
往
還
筋
通
鷹
等
ハ
制
外
之
事

右
条
々
、
前
代
よ
り
之
趣
を
以
、
此
度
相
改
之
申
渡
候
間
、
領
分
之
百
姓
と
も

此
旨
堅
可
相
守
、
若
於
相
背
者
、
応
其
科
急
度
可
申
付
者
也

元
文
三
戊
午
年
正
月
五
日
（
印
）

さ
て
、
右
の
元
文
三
年
令
は
、
そ
の
十
年
後
に
新
た
に
一
か
条
加
筆
さ
れ
、
そ
の

後
は
同
文
の
四
一
か
条
の
定
書
が
、
領
主
が
代
替
わ
り
す
る
ご
と
に
発
布
さ
れ
た
。

元
文
令
に
加
筆
さ
れ
た
の
は
、
第
四
条
と
し
て
、
絹
紬
な
ど
の
着
用
を
制
限
す
る
次

の
条
文
が
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

一
衣
服
之
事
、絹
紬
類
一
切
着
用
仕
間
敷
候
、但
要
用
を
も
相
達
候
程
之
者
ハ
、

年
頭
或
他
所
江
罷
越
候
節
者
、
絹
紬
類
用
候
儀
可
為
勝
手
次
第
候
并
妻
子
右

ニ
准
す
へ
し
、
但
代
官
本（
マ
マ
）

陳
等
之
儀
ハ
、
勤
方
之
品
ニ
よ
り
制
外
之
事

ま
た
、
先
の
第
一
四
条
に
示
さ
れ
た
分
地
制
限
に
新
し
く
拾
石
を
基
準
と
す
る
持

高
が
明
記
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

一
百
姓
子
共
多
く
持
候
者
、
惣
領
之
外
二
男
三
男
迄
茂
田
畑
分
譲
り
候
ヘ
ハ
、

末
々
水
呑
百
姓
ニ
罷
成
可
申
候
間
、
拾
石
以
下
之
持
高
分
遣
候
儀
堅
仕
間
敷

候
、
拾
石
以
上
之
持
高
ハ
其
高
相
応
に
分
遣
候
儀
者
可
為
勝
手
次
第
事

右
の
よ
う
に
、
膳
所
領
に
お
い
て
は
延
享
五
年
六
月
一
日
に
発
布
さ
れ
た
四
一
か

条
の
定
書
が
、
そ
の
後
も
若
干
の
字
句
の
相
違
は
あ
る
も
の
の
新
た
に
条
文
を
加
筆

す
る
こ
と
な
く
発
布
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
領
主
側
に
お
い
て
社
会
情
勢
、
あ
る
い

は
領
内
村
々
の
変
容
に
つ
い
て
積
極
的
に
対
処
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
読
み
取
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
在
方
支
配
の
政
策
基
調
は
、
一
八
世
紀
初
頭
か
ら
変
え
て
い
な
い

と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
広
域
に
発
生
し
た
自
然
災
害
や
飢
饉
に
ど

の
よ
う
に
対
処
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
象
に
つ
い
て
は
、
個
別
の

触
書
な
ど
の
分
析
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
膳
所
領
に
発
布
さ
れ
た
定
書
の
伝
来
状
況
を
菅
浦
に
限
定
し
て
史
料
翻
刻

を
兼
ね
て
検
討
し
て
き
た
。
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
史
料
が
代
官
で
あ
る
菅
浦
家
と

庄
屋
の
引
き
継
ぎ
文
書
と
し
て
遺
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
が
「
菅
浦
共
有
文
書
」
と
し
て
整
理
し
て
い
る
文
書
群
は
、

近
世
か
ら
現
代
に
至
る
菅
浦
村
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
受

け
継
が
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
も
菅
浦
区
に
伝
来
し
て
い
る
史
資
料
群

の
調
査
と
そ
れ
ら
の
伝
来
の
状
態
を
検
討
し
、
あ
ら
た
め
て
「
菅
浦
共
有
文
書
」
と

付
き
合
わ
せ
て
み
る
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
検
討
し
た
定
書
の
伝
来
状
況
は
、
近
世
菅
浦
村
に
お
け
る
行
政
・
村
政
の

あ
り
方
を
解
明
す
る
う
え
で
一
つ
の
試
み
で
し
か
な
い
。
中
世
期
に
お
け
る
菅
浦
惣

は
東
村
・
西
村
と
わ
か
れ
て
村
政
が
運
営
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
一
つ
の
集
村

で
あ
り
な
が
ら
二
つ
の
村
行
政
が
遂
行
さ
れ
る
形
態
は
、
近
世
に
お
い
て
も
存
続
し

た
し
、
現
在
に
お
い
て
も
類
似
し
た
形
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
強
調
す

る
な
ら
ば
、
村
内
に
お
け
る
自
治
的
な
運
営
は
継
続
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き

よ
う
。



滋
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し
か
し
な
が
ら
、
近
世
期
に
お
い
て
は
、
膳
所
領
の
村
請
村
落
と
し
て
は
一
村
と

し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
。
免
状
の
宛
先
は
、
あ
く
ま
で
も
菅
浦
村
の
庄
屋
・
小
百
姓

中
な
の
で
あ
っ
て
、
当
時
も
称
さ
れ
た
東
村
・
西
村
宛
に
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
そ
の
一
方
で
、
村
人
た
ち
は
両
村
を
併
せ
て「
菅
浦
惣
中
」と
も
認
め
て
い
る（
15
）。

こ
の
よ
う
に
、
膳
所
領
の
一
行
政
村
落
と
し
て
支
配
さ
れ
る
側
面
と
、
生
活
村
落

と
し
て
は
東
村
・
西
村
の
伝
統
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
中
世
期
以
来
、
構
造
的
に
は

維
持
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
遅
く
と
も
延
宝
九
年（
一
六
八
一
）

に
は
、
そ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
三
拾
人
」
役
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
明

治
期
に
は
「
二
拾
人
」
役
に
再
編
さ
れ
た
こ
と
が
史
料
か
ら
確
認
で
き
る（
16
）。

支
配
の

対
象
と
し
て
の
菅
浦
村
に
、
村
内
独
自
の
自
治
的
組
織
が
存
在
す
る
こ
と
は
領
主
側

も
地
域
慣
習
と
し
て
容
認
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（
17
）。

菅
浦
村
の
歴
史
を
解
明
し
て
い
く
う
え
で
は
、
一
方
で
中
世
以
来
の
生
活
村
落
と

し
て
の
慣
習
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
で
、
唯
一
の
領
主
で
あ
る
膳
所
藩
本
多

家
に
年
貢
を
上
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
行
政
村
落
の
内
実
を
明
ら
か
に
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
本
稿
は
い
ま
だ
研
究
史
に
お
い
て
全
文
が
翻
刻

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
定
」
に
限
っ
て
、
菅
浦
に
伝
来
し
た
史
料
の
紹
介
を
行
っ
た

が
、
こ
の
定
書
に
記
さ
れ
た
条
文
が
菅
浦
村
に
い
か
な
る
刻
印
を
与
え
た
か
の
解
明

は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
付
記
）

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
「
中
・
近
世
「
菅
浦
文
書
」
の
総
合
的
調
査
・

公
開
と
共
同
研
究
―
中
・
近
世
村
落
像
の
再
検
討
―
」（
課
題
番
号
二
四
三
二
〇
一

二
七
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
1
）
科
学
研
究
費
助
成
事
業
遂
行
過
程
に
お
け
る
、
文
献
調
査
の
結
果
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
調

査
に
あ
た
っ
て
は
研
究
協
力
者
で
あ
る
松
井
直
人
・
竹
内
光
久
・
大
河
内
勇
介
氏
等
の
功
績

が
大
で
あ
る
。

（
2
）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
原
田
敏
丸
「
近
世
村
落
の
基
礎
構
造
―
近
江
国
浅
井
郡
菅
浦
村

に
つ
い
て
ー
」、
同
「
村
落
自
治
の
伝
統
と
そ
の
変
質
―
近
江
国
浅
井
郡
菅
浦
村
に
つ
い

て
―
」、
同
「
中
世
末
・
近
世
初
期
の
売
券
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
菅
浦
家
文
書
を
中
心
と
し

て
―
」（
い
ず
れ
も
同
氏『
近
世
村
落
の
経
済
と
社
会
』所
収
、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
三
年
）、

岸
妙
子
「
近
江
湖
岸
村
落
領
域
に
つ
い
て
の
一
史
論
―
近
世
菅
浦
村
研
究
の
課
題
と
展
望
―
」

（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要

史
学
編
』
一
号
、
二
〇
〇
二
年
）、
同

「
近
世
菅
浦
村
に
お
け
る
地
先
支
配
―
寛
保
三
年
地
先
争
論
を
中
心
に
―
」（『
史
窗
』
六
一

号
、
二
〇
〇
四
年
）、
青
柳
周
一
「
菅
浦
村
の
寛
保
三
年
争
論
関
連
史
料
」（
滋
賀
大
学
経
済

学
部
附
属
史
料
館
『
研
究
紀
要
』
四
六
号
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3
）
『
新
修
大
津
市
史
3

近
世
前
期
』
三
二
七
頁
、
大
津
市
役
所
、
一
九
八
〇
年
。

（
4
）
『

同

右

』
三
二
七
〜
三
三
〇
頁
参
照
。

（
5
）
な
お
、
こ
こ
で
菅
浦
村
に
見
当
た
ら
な
い
と
記
す
の
は
、
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料

館
が
収
蔵
す
る
「
菅
浦
共
有
文
書
」
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
は
後
述
す
る
。

（
6
）
同
右
附
属
史
料
館
所
蔵
「
菅
浦
家
文
書
」
近
世
20
。

（
7
）
「
菅
浦
共
有
文
書
」
9
1
7
。

（
8
）
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
寄
託
「
菅
浦
文
書
」
四
五
一
。

（
9
）
「
菅
浦
家
文
書
」
近
世
32
。

（
10
）
「
菅
浦
家
文
書
」
近
世
15
。

（
11
）
「
菅
浦
家
文
書
」
近
世
7
・
8
・
1
7
7
・
1
8
6
。

（
12
）
安
永
七
年
八
月
十
五
日
付
け
で
発
布
さ
れ
た
定
書
を
写
し
た
史
料
の
奥
書
に
は
、「
御
条
目

之
趣
御
読
聞
被
成
急
度
相
守
候
様
被
仰
付
奉
畏
候
、
尤
右
御
定
目
御
写
被
成
、
村
々
江
御
渡

し
被
下
候
間
、
毎
年
幾
度
奉
拝
見
、
急
度
相
守
可
申
候
（
下
略
）」
と
記
し
、
菅
浦
村
庄
屋
・

肝
煎
・
組
頭
・
五
人
組
頭
ら
が
連
署
し
て
「
御
代
官
様
」
へ
差
し
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
菅

浦
家
に
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
定
書
の
伝
達
方
法
や
村
で
の
対
処
の
一
端
が
窺
え
る

（「
菅
浦
家
文
書
」
近
世
13
、
参
照
）。
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（
13
）
な
お
、
前
述
の
第
三
巻
で
「
弁
物
」
と
さ
れ
た
字
句
は
、
本
巻
で
は
「
升
物
」
と
修
正
さ

れ
て
い
る
が
、
年
貢
米
と
限
定
す
る
点
は
変
わ
ら
な
い
（『
新
修
大
津
市
史
4

近
世
後
期
』

六
三
頁
、
一
九
八
一
年
）。

（
14
）
「
菅
浦
家
文
書
」
近
世
3
2
2
。

（
15
）
た
と
え
ば
、
享
和
元
年
二
月
に
は
「
菅
浦
惣
中

古
来
有
来
通
富
（
留
）」

と
表
紙
に
記
し
た
、

東
村
・
西
村
の
境
や
村
政
運
営
に
か
か
る
仕
来
り
を
ま
と
め
た
冊
子
が
作
成
さ
れ
て
い
る

（「
菅
浦
共
有
文
書
」
近
世
8
1
6
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
庄
屋
役
が
東
村
な
ら
ば
肝
煎
は
西

村
が
勤
め
、
大
組
頭
は
両
村
に
一
名
づ
つ
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
16
）
「
菅
浦
共
有
文
書
」
近
世
60
・
61
、「
菅
浦
西
村
文
書
（
阿
弥
陀
寺
保
管
分
）」
30
な
ど
。

（
17
）
前
掲
岸
妙
子
「
近
世
菅
浦
村
に
お
け
る
地
先
支
配
―
寛
保
三
年
地
先
争
論
を
中
心
に
―
」、

青
柳
周
一
「
菅
浦
村
の
寛
保
三
年
争
論
関
連
史
料
」
参
照
。

ま
た
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
七
月
〜
同
六
年
十
二
月
晦
日
ま
で
記
さ
れ
た
阿
弥
陀
寺

二
三
代
住
持
宅
円
の
日
記
は
、
当
時
の
菅
浦
村
に
お
け
る
諸
行
事
や
村
内
組
織
に
関
し
て
の

情
報
を
伝
え
て
お
り
、
参
照
さ
れ
る
べ
き
文
献
と
い
え
る
（
堀
大
慈
「
江
州
浅
井
郡
菅
浦
阿

弥
陀
寺
所
蔵
『
日
鑑
』（
上
）（
下
）」、『
史
窗
』
三
七
号
、
三
八
号
、
一
九
八
〇
年
）。


